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譲
渡
所
得
を
含
む
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、

２
月
　
日
　
～
３
月
　
日
　
（
土
・
日
曜
日

１８

（月）

１７

（月）

を
除
く
、
２
月
　
日
・
３
月
２
日
の
日
曜
日

２４

は
受
け
付
け
）
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
、

一
宮
地
場
産
業
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
セ

ン
タ
ー
（
Ｆ
Ｄ
Ｃ
）
で
受
け
付
け
ま
す
。
た

だ
し
正
午
～
午
後
１
時
は
作
成
指
導
し
ま
せ

ん
。
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
案
内
を
早
め
に

終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
期
間
中
、

一
宮
税
務
署
で
は
作
成
指
導
し
ま
せ
ん
。
郵

送
や
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
に
投
か
ん
す

る
方
法
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

　
申
告
書
は
、
手
引
き
な
ど
を
参
考
に
自
分

で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
提
出
前
に
は
、
誤

り
や
添
付
書
類
の
漏
れ
が
な
い
か
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
ま
た
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
す

る
と
確
定
申
告
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

　
事
業
主
は
も
ち
ろ
ん
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で

も
、
次
の
場
合
は
申
告
が
必
要
で
す
。

▽
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど
平
成
　
年
１９

中
の
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
配
偶
者
控
除

・
扶
養
控
除
・
基
礎
控
除
な
ど
所
得
控
除
の
合

計
額
を
差
し
引
い
て
計
算
し
た
税
額
が
、
配

当
控
除
額
よ
り
も
多
い

▽
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

▽
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額

の
合
計
額
が
　
万
円
を
超
え
る

２０

▽
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

申
告
す
る
と
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方

　
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
で
も
、
次
の
場
合
は
申
告
す
る
と
所
得

税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
住
宅
を
ロ
ー
ン
な
ど
で
取
得
し
た

▽
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

▽
災
害
や
盗
難
に
遭
っ
た

▽
退
職
し
、
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い

　
な
お
還
付
申
告
だ
け
は
、
２
月
　
日
　
ま

１５

（金）

で
は
一
宮
税
務
署
で
で
き
ま
す
。

所得税、市民税・県民税
 申告の受け付けは２月１８日（月）から

所
得
税
の
確
定
申

所
得
税
の
確
定
申
告告

問い合わせ会　場期間（土・日曜日を除く）

一宮税務署

 （７２）４３３１

一宮地場産業ファッション
デザインセンター

２月１８日（月）～３月１７日（月）
 ※２月２４日（日）・３月２日（日）は受け付け

所 得 税

市役所市民税課

 （２８）８９６３

一宮庁舎２階大会議室２月１８日（月）～３月１７日（月）一宮会場

市県民税 尾西庁舎東館６階大ホール２月１８日（月）～３月３日（月）尾西会場

木曽川庁舎２階講堂３月４日（火）～１７日（月）木曽川会場

　
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
、
一
宮
・
尾

西
・
木
曽
川
会
場
で
受
け
付
け
ま
す
。
尾
西

会
場
は
昨
年
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　
市
県
民
税
の
申
告
は
、
今
年
の
１
月
１
日

現
在
、
市
内
に
住
ん
で
い
る
次
の
方
が
必
要

で
す
。

▽
平
成
　
年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
方

１９

▽
勤
務
先
か
ら
一
宮
市
役
所
へ
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
給
与
所
得
者

▽
給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
配
当
や
不
動
産
な

ど
の
所
得
が
あ
る
方

▽
給
与
の
支
払
い
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
方

▽
盗
難
や
火
災
な
ど
の
雑
損
控
除
や
医
療
費

控
除
な
ど
を
受
け
る
方

　
な
お
市
内
に
住
所
が
な
く
て
も
、
事
務
所
・

事
業
所
・
家
屋
敷
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
方

は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
次
の
場
合

は
不
要
で
す
。

▽
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
（
確
定
申
告

書
の
「
住
民
税
・
事
業
税
に
関
す
る
事
項
」

欄
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
）

▽
給
与
所
得
か
公
的
年
金
だ
け
で
、
一
宮
市

役
所
へ
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

市
民
税
・
県
民
税
の
申

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告告

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
方
へ

　
　
～
　
年
に
入
居
し
、
住
宅
ロ
ー
ン

１１

１８

控
除
を
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か

っ
た
方
は
、
３
月
　
日
　
ま
で
に
住
宅

１７

（月）

借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、
控
除
額
の
計
算
や
申
告
書
の
作

成
で
き
る
フ
ァ
イ
ル
を
公
開
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
方
法
／
▽
所
得
税
の
確
定
申
告

を
し
な
い
方
＝
税
額
控
除
申
告
書
に
源

泉
徴
収
票
を
添
付
し
、
一
宮
庁
舎
市
民

税
課
、
尾
西
・
木
曽
川
庁
舎
窓
口
課
、

出
張
所（
郵
送
可
）
　
▽
所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
方
＝
確
定
申
告
書
に
税
額

控
除
申
告
書
を
添
付
し
、
一
宮
税
務
署

（
郵
送
可
）
。
２
月
　
日
　
～
３
月
　
日

１８

（月）

１７

　
は
確
定
申
告
会
場
（
一
宮
地
場
産
業

（月）フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
）

※
税
額
控
除
申
告
書
は
市
民
税
課
・
窓

口
課
・
出
張
所
で
配
布
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
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主主婦婦・高齢者・障害者と税 ～所得税・市県民税・高齢者・障害者と税　～所得税・市県民税～～

申
告
に
必
要
な
書
類

医
療
費
控
除

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
医
院
・

薬
局
・
介
護
施
設
な
ど
の
領
収
書
や
証
明
書

な
ど
が
必
要
で
す
。
特
に
お
む
つ
代
は
医
師

が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
と
、

支
出
し
た
お
む
つ
代
の
領
収
書
が
必
要
で
す
。

お
む
つ
代
に
よ
る
医
療
費
控
除
が
２
年
目
以

降
の
場
合
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
一
定
の
条
件
を
満
た
す
方
は
、
高
年
福
祉

課
が
交
付
す
る
お
む
つ
使
用
の
確
認
書
と
領

収
書
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
な
ど

　
社
会
保
険
料
・
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
・

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
を

受
け
る
場
合
に
は
、
証
明
書
な
ど
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。
国
民
年
金
保
険
料
・
国
民
年

金
基
金
掛
金
の
場
合
は
、「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

高齢者・障害者の高齢者・障害者の方方

主婦（パート収入）の主婦（パート収入）の方方

申
告
期
限
は
３
月

申
告
期
限
は
３
月
　
日日
　
で
す
が
、

で
す
が
、

１７１７

（月）（月）

期
限
間
近
は
大
変
混
雑
し
ま
す

期
限
間
近
は
大
変
混
雑
し
ま
す
のの

で
、
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い

で
、
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。。

■表１：パート収入に対する税金

夫の税金の控除妻の税金　

妻のパート年収 配 偶 者
特別控除

配偶者
控除

市県民税
（均等割）

市県民税
（所得割）

所得税

受けられない受けられる

かからない
かからない

かからない

９７万円以下

かかる

９７万円超１００万円以下

かかる

１００万円超１０３万円以下

受けられる
受けられないかかる

１０３万円超１４１万円未満

受けられない１４１万円以上

※パート収入のほかに所得がなく、所得控除は基礎控除だけで計算した場合の例

　課税される所得金額は、パートの年収から給与所得控除金額（最低

６５万円）や基礎控除（所得税３８万円・住民税３３万円）などの所得控除

額を差し引いた残額になります。パートの収入と税の関係は表１のと

おりです。

■表２：配偶者控除・配偶者特別控除の額

市県民税所得税妻のパート年収

３３万円配偶者控除３８万円配偶者控除１０３万円以下

３３万円

配 偶 者
特別控除

３８万円

配 偶 者
特別控除

１０３万円超　１０５万円未満

３３万円３６万円１０５万円以上１１０万円未満

３１万円３１万円１１０万円以上１１５万円未満

２６万円２６万円１１５万円以上１２０万円未満

２１万円２１万円１２０万円以上１２５万円未満

１６万円１６万円１２５万円以上１３０万円未満

１１万円１１万円１３０万円以上１３５万円未満

６万円６万円１３５万円以上１４０万円未満

３万円３万円１４０万円以上１４１万円未満

０円０円１４１万円以上

配偶者控除・配偶者特別控除

　夫に所得があり、妻がパートで働く場合、妻の収入が１０３万円以下で

あれば、夫の所得金額から配偶者控除が差し引かれます。また妻の収

入が１０３万円を超えても１４１万円未満であれば、配偶者特別控除が差し

引かれます（表２）。ただし配偶者特別控除は、夫の合計所得金額が

１，０００万円（給与収入で１，２３１万円）を超える人は受けられません。

■表３：高齢者・障害者の控除の額

市県民税控除額所得税控除額

３８万円４８万円７０歳以上の配偶者

４５万円５８万円同居の直系尊属７０歳以上の
扶養親族 ３８万円４８万円その他

２６万円２７万円障害者控除

３０万円４０万円特別障害者控除

　６５歳以上で合計所得金額が１２５万円以下の方の市県民税非課税措置

は廃止されており、経過措置による減額は１９年度までで終了しました。

　配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が７０歳以上の場合は、ほか

の親族より多い控除額が所得金額から差し引かれます（表３）。

　納税者本人または控除の対象となる配偶者や親族が障害者の場合は、

障害者控除が所得金額から差し引かれます（表３）。



　
　
月
定
例
市
議
会
は
、　

月
３
日
～
　
日

１２

１２

２５

に
　
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
、
平
成
　
年
度

２３

１９

一
般
会
計
補
正
予
算
案
・
条
例
案
な
ど
の
議

案
（
承
認
・
認
定
・
同
意
・
諮
問
を
含
む
）

が
審
議
さ
れ
、　

議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

６５

予
算
関
係

　
今
回
の
補
正
予
算
は
、
国
・
県
補
助
金
の

決
定
や
内
定
に
よ
る
関
係
経
費
の
補
正
、
上

半
期
の
予
算
執
行
に
よ
る
各
種
経
費
の
過
不

足
調
整
の
ほ
か
、
職
員
給
与
の
改
正
、　（
仮

称
）
自
治
基
本
条
例
関
係
経
費
、
妊
婦
健
康

診
査
関
係
経
費
、
庁
舎
建
設
基
金
・
財
政
調

整
基
金
の
積
み
立
て
な
ど
を
計
上
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
補
正
予
算
の
規
模
は
、
一
般

会
計
が
７
０
４
８
万
８
千
円
の
減
、
特
別
・

企
業
会
計
が
　
億
２
４
５
１
万
３
千
円
の
減
、

２８

合
計
で
　
億
９
５
０
０
万
１
千
円
の
減
と
な

２８

り
ま
し
た
。

　
補
正
後
の
一
般
会
計
総
額
は
、
８
８
８
億

９
５
５
８
万
円
（
前
年
同
期
比
０
・
８
％
の

増
）
と
な
り
、
全
会
計
で
は
、
２
２
６
８
億

５
３
６
５
万
９
千
円
（
前
年
同
期
比
０
・
２

％
の
増
）
と
な
り
ま
し
た
。

一
般
会
計
の
主
な
事
業
費

［
総
務
費
］

▽
庁
舎
建
設
基
金
積
立
金
＝
１
億
円
　
▽

（
仮
称
）自
治
基
本
条
例
関
係
経
費
＝
　
万
６

１２

千
円

［
民
生
費
］

▽（
仮
称
）三
条
児
童
ク
ラ
ブ
の
新
規
開
設
経

費
＝
３
７
２
万
７
千
円

［
衛
生
費
］

▽
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
委
託
料

（
　
・
　
年
度
債
務
負
担
行
為
事
業
費
４
１
３

１９

２０

７
万
円
）
＝
９
８
７
万
円
　
▽
妊
婦
健
康
診

査
関
係
経
費
＝
１
０
７
４
万
円
　
▽
一
宮
斎

場
整
備
運
営
事
業
Ｐ
Ｆ
Ｉ
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

業
務
委
託
料
（
　
・
　
年
度
債
務
負
担
行
為

１９

２０

事
業
費
２
９
４
０
万
円
、
全
額
　
年
度
）

２０

［
商
工
費
］

▽
ホ
ワ
イ
ト
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
負
担
金
＝

３
０
０
万
円

［
土
木
費
］

▽
冨
田
一
宮
線
道
路
改
築
事
業
＝
４
９
０
６

万
７
千
円
　
▽
九
日
市
場
公
園
用
地
購
入
費

＝
２
３
８
０
万
円

［
教
育
費
］

▽
弁
護
委
託
料
＝
３
８
６
万
８
千
円

［
諸
支
出
金
］

▽
財
政
調
整
基
金
積
立
金
＝
１
億
円

　
こ
れ
ら
の
事
業
費
に
必
要
な
主
な
財
源
と

し
て
、
国
庫
支
出
金
１
億
４
２
８
３
万
８
千

円
、
諸
収
入
６
８
９
６
万
７
千
円
、
繰
越
金

４
９
４
５
万
５
千
円
な
ど
を
充
て
ま
す
。

条
例
関
係

　
制
定
・
改
正
・
廃
止
さ
れ
た
主
な
条
例
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

▽
一
宮
市
手
数
料
条
例
　
▽
一
宮
市
乳
幼
児

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
　
▽
一
宮
市

母
子
家
庭
等
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
　

▽
一
宮
市
老
人
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条

例（
廃
止
）　
▽
一
宮
市
心
身
障
害
者
医
療
費

の
助
成
に
関
す
る
条
例
　
▽
一
宮
市
精
神
障

害
者
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
制
定
）　

▽
一
宮
市
立
看
護
師
養
成
学
校
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
　
▽
一
宮
市
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例
　
▽
一
宮
市

斎
場
条
例
　
▽
一
宮
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
　
▽
一
宮
市
自
転
車
競
走
実
施
条
例
　
▽

一
宮
市
営
地
下
駐
車
場
の
駐
車
料
金
の
徴
収

に
関
す
る
条
例
　
▽
一
宮
市
自
動
車
整
理
場

条
例
　
▽
一
宮
市
都
市
公
園
条
例
　
▽
一
宮

市
特
定
公
共
下
水
道
条
例

人
事
案
件

　
公
平
委
員
会
委
員
に
谷
恵
子
さ
ん
（
小
赤

見
）
を
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

に
河
出
稔
さ
ん
（
森
本
４
丁
目
）
を
選
任
す

る
議
案
が
そ
れ
ぞ
れ
同
意
さ
れ
、
人
権
擁
護

委
員
の
候
補
者
に
、
松
波
克
英
さ
ん
（
平
和

２
丁
目
）
、
稻
垣
と
み
ゑ
さ
ん
（
今
伊
勢
町
新

神
戸
）
、
足
立
正
信
さ
ん
（
東
五
城
）、
臼
井

輝
晃
さ
ん
（
開
明
）
が
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
さ
れ

ま
し
た
。

一
宮
市
総
合
計
画
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置

　
　
月
　
日
の
市
議
会
本
会
議
で
、
設
置
し

１２

２５

ま
し
た
。

一
宮
市
総
合
計
画
審
査
特
別
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
人
、
敬
称
略
）

１２

▽
委
員
長
　
山
田
弘
光
　
▽
副
委
員
長
　若
山

金
茂
　
▽
委
員
　
柴
田
雄
二
　
日
比
野
友
治
　

横
井
忠
史
　　服
部
修
寛
　　板
倉
正
文
　　谷
祝
夫
　

太
田
文
人
　　小
島
薫
　　渡
辺
之
良
　　末
松
光
生

【
問
】
議
事
調
査
課
　

（
　
）９
１
３
９

２８

月
定
例
市
議
会

議
案
を
可
決

１２

６５
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月
定
例
市
議
会

　
月
定
例
市
議
会
　
　
議
案
を
可
決

議
案
を
可
決

１２１２

６５６５

３月議会開催日程

議事調査課

▼（２８）９１３９

▼本会議

開　会…２月２９日（金）

一般質問…３月７日（金）・１０日（月）・１１日（火）

閉　会…２８日（金）

▼委員会

企画総務…１３日（木）　福祉健康…１４日（金）

教育次世代…１７日（月）　建設水道…１８日（火）

経済環境…２１日（金）

※請願・陳情の締め切り…３月６日（木）

※本会議は自由に傍聴できます。ただし

写真撮影・録画はできません。

※委員会の傍聴ができるようになりまし

た。希望する方は当日午前９時１０分ま

でに申請が必要です（３人まで、抽選）。

※本会議・委員会は一宮庁舎で開催しま

す。本会議は尾西・木曽川庁舎に設置

のモニターテレビでご覧になれます。

会　期　２月２９日（金）～３月２８日（金）



　
市
で
は
、
弁
護
士
に
よ
る
多
重
債
務
無
料

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
多
重
債
務
に
陥
り
、

納
税
が
滞
る
だ
け
で
な
く
生
活
が
破
た
ん
し
、

ど
こ
に
も
相
談
で
き
な
い
ま
ま
悩
ん
で
い
ま

せ
ん
か
。「
何
と
か
し
た
い
」
と
思
っ
た
ら
、

勇
気
を
出
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
適
切

な
債
務
整
理
を
行
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー

ス
は
解
決
可
能
で
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
／
２
月
　
日
　
　
午
前
９
時
～
午
後

２７

（水）

４
時
　
▼
会
場
／
一
宮
庁
舎
６
階
会
議
室
　

▼
定
員
／
　
人
（
先
着
）　

▼
申
し
込
み
／

２０

電
話
で
納
税
課
　
▼
そ
の
他
／
電
話
相
談
可

（
（
　
）８
９
８
４
）

２８

▼
応
募
資
格
／
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
業
種
な
ど

で
こ
れ
か
ら
創
業
す
る
か
創
業
３
年
以
内
の

方
　
▼
募
集
内
容
／
旧
大
志
公
民
館
（
本
町

４
丁
目
　－

３
）３
階
の
１
区
画（
３
・
５
坪
）　

１６

▼
入
居
期
間
／
最
長
３
年
（
１
年
ご
と
に
再

審
査
）　

▼
賃
料
／
月
２
万
円
（
光
熱
水
費

込
み
）　

▼
選
考
方
法
／
書
類
審
査
・
面
接
　

▼
申
し
込
み
／
２
月
　
日
　
（
必
着
）
ま
で

２２

（金）

に
応
募
用
紙
を
持
参
ま
た
は
郵
送
（
〒
　－４９１

８
５
０
１
　
一
宮
庁
舎
経
済
振
興
課
）　

▼

そ
の
他
／
応
募
要
綱
は
経
済
振
興
課
で
配
布

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

▼
募
集
内
容
／
４
月
　
日
　
～
　
年
４
月
　

１６

（水）

２１

１５

日
　
に
掲
載
す
る
①
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト

（水）
ッ
プ
ペ
ー
ジ
＝
　
枠
②
一
宮
市
民
活
動
情
報

１５

サ
イ
ト
＝
５
枠
③
一
宮
市
子
育
て
支
援
サ
イ

ト
＝
　
枠
（
①
は
１
カ
月
単
位
で
の
申
し
込

１０

み
可
）　

▼
規
格
／
縦
　
ピ
ク
セ
ル
・
横
１

７０

４
０
ピ
ク
セ
ル
の
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ま
た
は
Ｇ
Ｉ
Ｆ

で
、
①
５
　
以
内
②
③
　
　
以
内
（
①
は
ア

KB

５０
KB

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
不
可
）　

▼
料
金
／
①
１
枠

月
額
１
万
円
②
③
１
枠
年
額
３
万
４
０
０
０

円（
税
込
み
）　
▼
申
し
込
み
／
３
月
　
日
　

１０

（月）

ま
で
に
、
申
込
書
と
広
告
案
を
一
宮
庁
舎
行

政
課
（
①
は
４
月
以
降
の
申
込
期
限
は
毎
月

　
日
、
掲
載
開
始
日
は
翌
月
　
日
。　

日
が

１６

１６

１６

土
・
日
曜
日
の
場
合
は
翌
日
）　

▼
そ
の
他

／「
一
宮
市
有
料
広
告
掲
載
に
関
す
る
要
綱
」

な
ど
に
基
づ
く
審
査
が
あ
り
ま
す
。
掲
載
規

格
の
詳
し
い
こ
と
は
一
宮
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

広
告
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
一
宮
市
民
活
動

情
報
サ
イ
ト
等
バ
ナ
ー
広
告
掲
載
要
領
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
要
綱
・
申
込
書
な
ど
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

　
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名
簿
は
、
登

録
資
格
が
あ
る
方
の
申
請
に
よ
り
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
で
作
成
し
ま
す
。
申
請
し
た
方

は
、
登
録
確
認
の
た
め
選
挙
人
名
簿
を
縦
覧

で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
／
２
月
　
日
　
～
３
月
８
日
　
　

２３

（土）

（土）

午
前
８
時
　
分
～
午
後
５
時
　
▼
縦
覧
場
所

３０

／
一
宮
庁
舎
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
土
・

日
曜
日
は
一
宮
庁
舎
宿
直
室
）

　
任
期
満
了
に
伴
う
木
津
用
水
土
地
改
良
区

総
代
会
総
代
総
選
挙
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
。

▼
選
挙
区
・
定
数
／
第
　
区
（
丹
陽
町
）
・
第

１０

　
区
（
千
秋
町
）
＝
各
２
人
　
▼
立
候
補
の

１１届
け
出
／
２
月
５
日
　
・
６
日
　
の
午
前
８

（火）

（水）

時
　
分
～
午
後
５
時
に
一
宮
庁
舎
選
挙
管
理

３０
委
員
会
事
務
局
　
▼
投
票
日
／
２
月
　
日
　
　

１２

（火）

午
前
７
時
～
午
後
３
時

Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
オ
フ
ィ
ス

入
居
者
を
募
集

経
済
振
興
課

▼
（
　
）９
１
３
０

２８

「ねんきん特別便」が届きま「ねんきん特別便」が届きますす

　社会保険庁は持ち主のわからない約５，０００万件の

年金記録を基礎年金番号に結びつける作業を行って

います。未統合の年金記録と結びつく可能性のある

と思われる方に、本人確認のため「ねんきん特別便」

を３月までに順次、送付します。特別便には社会保

険庁が把握している加入記録が記載されていますが、

未統合の記録は含まれていません。

　特別便が届いた方は、内容を確認し、訂正がなけ

れば同封の確認ハガキ、抜け落ちている記録があれ

ば年金加入記録照会票を提出してください。特別便

は未統合の年金記録の調査をお願いするものです。

回答がないとあなたの記録に統合するかどうか判断

できませんので、必ず提出してください。

※過去に住所・氏名を変更したが届け出をしていな

い方は、特別便が届かない恐れがあります。年金受

給者は一宮社会保険事務所、自営や学生などの第１

号被保険者は市役所（一宮庁舎保険年金課、尾西・

木曽川庁舎窓口課、出張所）、会社員などの第２・３

号被保険者は勤務先に届け出をしてください。

【問】一宮社会保険事務所　（４５）１４１１

　　　市役所保険年金課　（２８）９０１４
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木
津
用
水
土
地
改
良
区

２
月
　
日
に
総
代
総
選
挙

１２

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

▼

（
　
）８
９
５
８

２８

多
重
債
務
無
料
相
談
会

納
税
課

▼
（
　
）８
９
６
８

２８

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
へ
の

バ
ナ
ー
広
告
を
募
集

行
政
課

▼
（
　
）８
９
５
６

２８

農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
を
縦
覧

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

▼

（
　
）
８
９
５
８

２８


